
令和６年度 吹田市商工業振興対策協議会委員公募規定 

 

１ 目的 

  本規定は、吹田市商工業振興対策協議会設置要領第３条に基づく協議会構成員の内、

２名以内の委員を一般公募するための応募資格等を定め、募集にあたっての公平性を図

ることを目的とする。 

 

２ 募集方法 

  『市報すいた』令和６年５月号に募集記事を掲載及びホームページ上で公募する。 

 

３ 募集人員 

  ２名以内 

 

４ 謝礼 

  吹田市商工業振興対策協議会の会議等に出席の都度８，４００円（税込み）を支払う。 

 

５ 任期 

  令和６年７月１日から令和８年６月３０日まで。 

 

６ 応募資格者 

  次の各項のすべてを満たす者 

⑴ 市内に在住、在勤、若しくは在学する者又は市内に事業所を置き事業活動その他

の活動を行う者 

⑵ 本市の他の審議会等の委員になっていない者  

⑶ 本市の商工業振興に関心を持っている者 

⑷ 吹田市商工業振興対策協議会の会議を開催の際に出席できる者 

⑸ 年齢１８歳以上の者 

⑹ 吹田市職員でない者 

 

７ 応募方法及び受付期間 

  「吹田市商工業振興対策協議会委員応募申込書」に必要事項を記入し、都市魅力部地

域経済振興室へ持参又は郵送のうえ提出。 

  受付期間：令和６年５月１日（水）から令和６年５月１７日（金）まで 

 

８ 選考 

  本公募規定に基づき、都市魅力部において選考の上決定する。 

 

 

 

 


